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行政視察報告書 
 

 

 

１ 期 日 

  令和元年１１月１１日（月）～１１月１３日（水） 

 

 

２ 視察先及び調査事項 

     滋賀県 大津市 

・議会改革の取組について 

岐阜県 高山市 

・議会改革の取組について 

 

 

３ 出張者 

委 員 長 一 色 輝 雄  副委員長 髙 橋   保 
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委   員 児 玉 千 春  委   員 伊 藤 新 平 

副 議 長 武 田   功 

 

 

同行職員 北須賀 仁 志 

随行職員 伊 藤 優 介 



 

特 定 調 査 事 項 

 

 

 滋賀県大津市  

 

  ○ 議会改革の取組について 

１ これまでの取組状況について 

２ 議会改革の検証について 

３ 議会事務局の強化について 

 ４ 課題と今後の取組について 

５ その他 

 



滋賀県　大津市議会
R1.11.11 (月)



   大 津 市 議 会 の 議 会 改 革 

～ 「 未 来 を 語 る 議 会 」 を 目 指 し て～ 

1  

大津市議会局 
  次長  清水 克士 

R1.11.11西条市議会Ver. 



政
策
検
討
会
議
を
制
度
化

龍
谷
大
学
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
協
定
を
締
結

議
員
政
治
倫
理
条
例
を
制
定

予
算
決
算
常
任
委
員
会
を
設
置

い
じ
め
防
止
条
例
を
制
定

通
年
議
会
を
導
入

（
平
成
2
5
年
5
月
か
ら

）

議
会
報
告
会
を
開
催

立
命
館
大
学
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
協
定
を
締
結

議
員
の
個
別
賛
否
を
表
示
す
る
電
子
採
決
を
導
入

会
議
規
則
を
条
例
化

議
会
B
C
P

(

業
務
継
続
計
画

)

を
策
定

同
志
社
大
学
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
協
定
を
締
結

タ
ブ
レ

ッ
ト
端
末
を
導
入

災
害
等
対
策
基
本
条
例
を
制
定

議
会
基
本
条
例
を
制
定

（
平
成
2
7
年
4
月
施
行

）

大
津
市
議
会
局
フ

ェ
イ
ス
ブ

ッ
ク
を
開
設

予
算
常
任
委
員
会
・
決
算
常
任
委
員
会
を
設
置

政
務
活
動
費
の
収
支
関
連
書
類
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
全
面
公
開

大
津
市
議
会
ミ

ッ
シ

ョ
ン
ロ
ー

ド
マ

ッ
プ
を
始
動

が
ん
対
策
推
進
条
例
を
制
定

（
任
務
達
成

）

龍
谷
大
学
図
書
館
・
市
立
図
書
館
と
連
携

議
長
立
候
補
制
・
所
信
表
明
・
議
長
記
者
会
見
を
実
施

（
任
務
達
成

）

草
津
市
議
会
・
高
島
市
議
会
と
広
域
連
携
を
開
始

議
決
事
件
を
拡
大

（
任
務
達
成

）

議
会
意
思
決
定
条
例
を
制
定

（
平
成
2
9
年
4
月
施
行

）

議
会
図
書
室
の
拡
充
を
達
成

（
任
務
達
成

）

大
津
市
議
会
ユ
ー
チ

ュ
ー
ブ
チ

ャ
ン
ネ
ル
を
開
設

女
子
学
生
議
会
を
開
催

議
会
に
お
け
る
行
政
評
価

（
任
務
達
成

）

議
会
活
動
の
評
価
制
度
の
構
築

（
任
務
達
成

）

草
津
市
議
会
と
の
連
携
協
定
を
締
結

（
仮
称

）
土

地
利
用
基
本
条
例
制
定

⇒
提
出
に
は
課
題
が
あ
る

た
め
見
送
り

（
次
期
に
申

し
送
り

）

政
策
形
成
過

程
に
お
け
る
住
民
参
加

の
あ
り
方
に
つ
い
て
⇒
市

長
に
提
言

（
任
務
達
成

）

専
門
的
知
見

を
有
す
る
職
能
団
体
と

の
連
携
強
化
⇒
各
種
団
体

と
意
見
交
換
を
積
極
的
に

開
催

（
任
務

達
成

）

若
者
の
議
会

へ
の
関
心
と
投
票
率
向

上
の
仕
組
み
づ
く
り
⇒
期

日
前
投
票
所
の
増
設
を
提

言

、
議
員
に

よ
る
学
校
訪
問
を
実
施

（
任
務
達
成
・
次
期
に
申

し
送
り

）

議
会
活
動
の
外
部
評
価
を
実
施
　
※

行
政
課
題
に
対
す
る
市
民
の
声
を
集
約
し

、
市
政
に
反
映
　
※

大津市議会ミッションロードマップ 大津市議会の全国における評価
・平成25年度 マニフェスト大賞（早稲田大学ﾏﾆﾌｪｽﾄ研究所）　議会グランプリ

（大学の専門的知見を生かした政策立案）

中核市議会議会報コンクール審査員特別賞

・平成26年度 マニフェスト大賞　審査委員会特別賞（議会BCP）

・平成27年度 マニフェスト大賞　優秀成果賞（ﾐｯｼｮﾝﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ）

・平成28年度 （マニフェスト大賞　優秀成果賞・滋賀県市議会議長会・軍師ネットワーク）

議会改革度ランキング（早稲田大学ﾏﾆﾌｪｽﾄ研究所）で全国2位（市議会では1位）

・平成29年度 マニフェスト大賞　成果賞・特別賞（議会意思決定条例、テレビ会議）

議会改革度ランキングで全国2位（市議会では1位）

中核市議会議会報コンクール最優秀賞

・平成30年度 マニフェスト大賞　ノミネート（近隣市議会との連携協定締結）

※　議会ミッションロードマップとは 議会改革度ランキングで全国2位（市議会では1位）

議会活力度調査（日経新聞社）で全国市区で15位

未
来
を
語
る
議
会
の
実
現
に
向
け
て

（仮）土地利用基本条例

議決事件の検証

議会における行政評価

29
議員任期　（平成23年度～26年度）

27 28 29 30

若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり

専門的知見を有する職能団体との連携強化

政
策
立
案

政策形成過程における住民
参加のあり方検討

現在の議員任期4年間で議会として取り組むべき項目をあらかじめ設定した上
で、市民の皆さんに公表し、計画的に進めていく議会版の実行計画です。

議
会
改
革 議会活動の評価制度の構築

がん対策推進条例

議会図書室の充実

議長選出時の立候
補制と所信表明制
度の導入・議長記
者会見の実施

大津市議会の議会改革
議員任期　（平成27年度～30年度）

30平成23年度 24 25 26 27 28



議会改革の本質 
• 改革の意義 
   「二元的代表制の実質的実現」 
     「議会機能（監視・政策立案）強化」 
       「市民感覚とのズレの補正」 
 
• 改革の優先順位 
  ① 「コンプライアンス関連」 
  ② 「情報公開＝見える化」 
  ③ 「議会機能強化」 
      ・「監視機能」＝（法定）検査権、監査請求権、調査権 
               （法定外）一般質問 
      ・「政策立案機能」＝（法定）条例制定権 
                  （法定外）決議、提言 
         「議会への住民参加」＝（法定）公聴会、参考人招致 
                       （法定外）議会報告会、議会モニター 
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• 議会の主要機能は、「監視機能」と「政策立案機能」 
• 機能発揮の過程で必要とされるのが「議会への住民参加」   
• 議会からの政策立案手法 
  ・市長への提言、決議 
  ・政策条例の制定 
• 議会は「立法機関」⇒政策条例の議会提案が王道 
• 議会立法の３要件 
  ・執行機関の縦割りの狭間にある行政課題 
  ・執行機関の率先垂範が期待できない行政課題 
  ・執行機関が当面の対応で飽和状態にある行政課題 
• 「未来を語る議会」の必要条件⇒「チーム議会」であること 
 

「未来を語る議会」とは？ 

4 



Ｈ24.5 傍聴人規則の改正  
                     ⇒ 傍聴受付簿廃止、旧表現改正 
 
Ｈ24.5 市議会例規文書作成規程の策定  
                     ⇒ 例規改正に新旧対照表方式導入 
  
Ｈ26.2 会議規則の条例化など ⇒ 市民の権利保障の向上など 
 ・会議規則の廃止    → 会議条例          ＋ 会議規程 
 ・委員会条例全面改正 → 新委員会条例 ＋ 委員会規程 
 ・傍聴規則の廃止    → 傍聴条例          ＋ 委員会等傍聴条例 
  ※ 先例・申し合せ事項を会議規程に明記し、「議会の見える化」を推進 
 

Ｈ27.4 議会基本条例の制定  ⇒ 議会例規の再編  
 ・議会個別条例の統廃合 
 ・会議条例の再整理 

～市民に開かれた分かりやすい議会運営を図るために～ 

5 

１ 「議会ルールの見える化」 例規再編 



会議規則条例化の理由（会議規則の問題点など）  

① 市民の権利保障が不十分であること   

② 形式的効力の原理における疑義   

③ 実務上の機動的運用が阻害されること   

市 民 の 権 利 で あ る 「 請 願 」 が 直 接 請 求 に よ る 制 度 改 正 が 可 能 な 条 例 で な く 、 規 則 に 規 定 さ れ て い る   

一 般 的 な 法 体 系 （ 法 － 条 例 － 規 則 ） と の 整 合 、 委 員 会 条 例 と の 上 下 関 係 が 不 明 確 で あ る   

手 続 事 項 を 含 む 規 則 で あ り な が ら 、 議 決 要 件 で あ る こ と か ら 、 運 用 の 機 動 性 に 欠 け て い る   

④ 所管事項の原理における疑義   

⑤ 議 会 運 営 ル ー ル が 市 民 か ら 見 え な い   

本 会 議 は 会 議 規 則 の み 、 委 員 会 は 委 員 会 条 例 と 会 議 規 則 に 規 定 さ れ 、 所 管 区 分 が 不 明 瞭 で あ る   

議 会 運 営 上 の 重 要 ル ー ル で あ る 「 先 例 」 や 「 申 し 合 わ せ 」 が 、 積 極 的 に 公 開 さ れ て い な い   6 



議会例規体系の変遷イメージ  

～Ｈ24年度 

Ｈ25・26年度 

議決事項 

非議決事項 

議決事項 

非議決事項 

地方自治法 

傍聴規則 

委員会条例 

会議規則 

委員会等傍聴規程 

地方自治法 

会議条例 

会議規程 

傍聴条例 

本会議 

委員会条例 

委員会 

委員会等傍聴条例 

委員会規程 

※ 会議規則の条例化に併せて、先例・申し合せ事項を新たに会議規程に明記し、「議会の見える化」を推進 7 



大津市議会基本条例の特色 

（１）議会運営のみならず、議会組織についても規定 

（２）議会例規ナビとしての役割 

（３）議会全体の例規構成をシンプル化 
 

 

 

• 地方自治法により議会が条例で定めるとしているものは、できる
限り議会基本条例に取り込んだ 

8 



議決事項 

非議決事項 

非議決事項 

議
決
事
項 

議
決
事
項 

議
決
事
項 

地方自治法 

会議条例 

会議規程 

傍聴条例 

本会議 

委員会条例 

委員会 

委員会等傍聴条例 

委員会規程 

Ｈ25・26年度 

Ｈ27年度～ 
地方自治法 

会議条例 

 

 

 

会議規程 

傍聴条例 

本会議 

委員会条例 

委員会 

委員会等傍聴条例 

委員会規程 

議員定数
条項 

定例会回
数条項 

政務活動
費条項 

  

政治倫理
条項 

議決事件
条項 

専決処分
条項 

議員報酬
条項 

  

事務局設
置条項 

議会基本条例 

議員報酬条例 政治倫理条例 政務活動費条例 

議決事件 

専決処分 9 



例規改正への新旧対照表方式の導入 
 議会提案条例などの改正方式を、市民に分かりやすい「改め文方式」に代えて、 
 平成２４年度から「新旧対照表方式」を導入！  
 

新旧対照表方式 / 議会 

改め文方式 / 執行部 

第７条第１項中「および」を「及び」に改め、「第１５条」の次に「及び第２０条」を加
え、同条第２項中「政務調査費」を「政務活動費」に改め、「調査研究」の次に「そ
の他の活動」を加え、「ものとする」を削る。 

改正前 改正後 

第７条 議員および議会に対して、法第
１５条に基づく規定を定める。 
 

２ 政務調査費は、調査研究に対して
支給するものとする。 

第７条 議員及び議会に対して、法第
１５条及び第２０条に基づく規定を定め
る。 

２ 政務活動費は、調査研究その他の
活動に対して支給する。 
 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

○○条例の一部を次のように改正する。 

専門的・難解 

平易・分かりやすさ 

10 



H27.3 大津市議会基本条例 制定 （同年４月１日施行） 

     ○ 議会活動に対する市民への「説明責任」 

２ 「議会の政策、改革の見える化」 
      議会ミッションロードマップの策定 

     ○ 議会基本条例の「具現化」 

     ○ 市議会の「見える化」 

H27.5 大津市議会新体制 スタート （同年4月改選） 

議会としてのビ
ジョンの共有化 

議会力の向上 チーム大津市議会       

策定経緯 

11 



 

 
 

議会版実行計画  大津市議会ミッションロードマップ   

  

 

 
 

目  的 

○ 議 会 基 本 条 例 の 「 具 現 化 」 
 

 

 

     

対象期間 

平成27年10月1日～平成31年3月31日  

区
分 

平成２７年度 平成２８年度  平成２９年度  平成３０年度 

政
策
立
案 

議
会
改
革 

   

 

 

 

     

進行管理 

議会運営委員会による進捗の検証・評価、外部委員会も予定  

がん対策推進条例 

 （仮）交通基本条例 

（仮）土地利用基本条例 

議決事件の検証 

議会における行政評価 

若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり 

専門的知見を有する職能団体との連携強化 

政策形成過程における住民参加のあり方検討 

議会活動の評価制度の構築 

正副議長選出に係る立候
補制・所信表明制度の導
入・適宜の議長記者会見
の実施 

議会図書室の充実 

工程表 

～議会の責任と実行～  「市民に分かりやすい 開かれた議会」を目指して 

○ 市議会の「見える化」 
○ 議会活動に対する市民への「説明責任」 
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大津市議会ミッションロードマップ２０１９ （議会版実行計画）  

  

 

 
 

目  的 

○ 議 会 基 本 条 例 の 「 具 現 化 」 
 

 

 

     

対象期間 

令和元年10月1日～令和５年3月31日  

区
分 

令和元年度（２０１９） 令和２年度（２０２０）  令和３年度（２０２１）  令和４年度（２０２２） 

政
策
立
案 

議
会
改
革 

   

 

 

 

     

進行管理 

議運による毎年度末の検証・評価、任期末の有識者（第三者）評価  

公文書管理のあり方 

  歯と口腔の健康づくり 

若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり 

広報のあり方検証 

政策形成過程における市民意見の反映 

委員会インターネット中継導入、聴覚障害者用モニターの設置 

議員提案条例や議会からの
提言内容の検証手法構築 

議会活動評価制
度の見直し 

工程表 

～議会の責任と実行～  「市民に分かりやすい 開かれた議会」を目指して 

○ 市議会の「見える化」 
○ 議会活動に対する市民への「説明責任」 

議会活動の評価 



電子採決システムで 
議員の個別賛否を表示 

議案ごとに各議員の賛否を公式記録として明示 
   
  → 実 施 後 、 傍 聴 者 が 増 加 

平成２５年９月通常会議 
予算決算常任委員会全体会で試行導入 

 
 賛成・反対の数字のみ表示 
 

平成２６年２月通常会議 
本会議で本格導入 

 
 全ての議員の個別賛否を表示 

14 

３ 「議会の議論の見える化」 議会ＩＣＴ化 



臨場感のある議会中継の映像をインターネットに配信 
議会ＢＣＰへの対応や議会研修会にも活用しています 

大型スクリーンによる議場の多角的活用 

臨場感のある 
議会中継が可能に 

議場で災害対策会議の開催が可能に 

15 



議員の資料を大型スクリーンに投影・インターネットに配信 

・演壇と質問席には、タブレット等が使用できるようHDMI端子を配備 
・タブレットの電子資料を、会議（同期）システムを使って全てのタブレットを同じ画面に同期 
・大型スクリーンに投影 
・インターネット議会中継に配信（生中継・録画放映、タブレット・スマホも視聴可能） 
   
   → 傍聴者やインタネット中継閲覧者に対して、分かりやすい議会に寄与 

タブレットの資料を大型スクリーンに投影 

タブレットを使った質疑・一般質問 

16 



大型スクリーンに投影 
インターネットにも配信 

全タブレットに同じ画面に同期 

会議（同期）システム 
議員が操作した画面が大型ス
クリーンに投影され、インター
ネットにもそのまま配信。全タ
ブレットに同じ画面に同期。 

議場内通信システム 

暫時休憩の連絡や質問中に
おける議員への注意喚起を、
議会事務局職員が議長をサ
ポートするなど、議事運営の
効率化が図られた 

本会議（質疑・一般質問） 

議員が、質疑・一般質問において補足資料
を使う場合は、タブレットを使って議場スク
リーンへの投影・インターネットへ配信してい
ます 
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－収支報告書などＨＰ全面公開（平成27年8月末）－   

・制度設立当初から、1円以上全ての領収書添付を義務化 
・平成23年度に条例改正し、 
  全ての政務活動費関連報告書の自由閲覧を制度化 
  議長の調査権、是正措置命令権を設定 
・平成24年度から執行状況、事務処理状況の中間審査を実施 
 

 
平成27年8月末から平成26年度分以降の政務活動費収支報告

書、出納簿、領収書、収支伝票、視察報告書、その他使途に関
する資料を、議会のホームページにて全面公開 
より透明性を確保し、厳格な適正管理を促進 
             → 政務活動費運用マニュアルも随時改訂 

－厳格な使途適正管理－   

18 

４ 「政務活動費の見える化」 ＨＰ全面公開 



５ 「議長の見える化」立候補制、記者会見の導入 

－議長立候補制－ 平成２８年５月導入 

 「条件」及び「手続き」 
 
① 立候補議員は、議長に立候補届出書を提出する。 
② 立候補届出書には、３人以上の議員の推薦が必要 
③ 立候補議員は、所信表明を行う。 
④ 所信表明は、全員協議会において実施する。 
⑤ 所信表明の時間は、１人当たり５分以内とする。 
⑥ 所信表明に対し、議員は質疑を行うことができる。 
⑦ 質疑は、１会派（交渉会派に限る）につき、１人ができる。 
⑧ 質疑の時間は、答弁時間を除き５分以内とする。 
⑨ 質疑の方法は、一括質問方式とする。 
 

※ 大津市議会会議規程に明文化 

－議長記者会見－ 必要に応じて適宜実施 
19 
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６ 「市民意見の見える化」 
             意見交換会の実施と広報 

女性団体との意見交換会 
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学生との意見交換会に重点 

現議員の任期４年間における議会改革・政策立案の実行計画など11の任務を定めました。 
そのうちの一つに、「若者の議会への関心と投票率向上の仕組みづくり」を位置づけました。 
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◎若者と議員との意見交換会を開催（過去、４回開催） 

インターンシップ生とディスカッション 市内高校生と意見交換会 

龍谷大学生と意見交換会 議会広報番組内でディスカッション 



＊最も重要なことは、議会事務局職員の意識改革 
   それを実現するのは、「議長の任命権者としての責任感」 
   と「チーム議会」であろうとする意識 
 
＊議会：執行機関＝「議会事務局」：「総務事務部」「環境事務部」・・ 
            ＝「議会局」：「総務部」「環境部」・・ 
 
＊議会は「立法機関」、議会局は「政策立案」を支えることが主任務 
   「議会運営がうまく回るようにこまめに調整し、議員のご機嫌を 
    とっていればいいというのでは、変更の意味は無い。 
    議会及び議員の政策立案能力を高める補佐機能こそが「議 
    会局」の中心的事務」 
      （「大森彌の進め！自治体議会」議員 ＮＡＶＩ2015.8.25） 
 
 
 

７ 議会事務局改革 



（議会局の設置及び体制強化） 

 

 

 

 

 
  

  

 

大津市議会事務局設置条例を廃止し、議会基本条例の本条を根拠規程と
して組織名称を「議会局」とする事務局を設置しました。 

議会を支える体制をより充実、強化していくことを定めています。 
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第２６条 議会に関する事務を処理するため、法第１３８条第２項の規定に  
 基づき、議会に事務局として議会局を置く。  
２ 議会局に事務局長としての局長及び書記その他必要な職員を置く。  
３ 職員の定数は、大津市職員定数条例（昭和２５年条例第１１号）の定める   
 ところによる。  
４ 議会は、議会及び議員の政策立案能力を高めるため、議会局の法務及  
 び財務等市政に関する調査機能の強化に努めるものとする。  



議会局体制 
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平成22年度  定数１４ 実数１２  １局３係 （庶務係・議事係・調査係）  
              ↓ １名増員                  
平成23年度  定数１４ 実数１３   １局３係 （庶務係・議事係・調査係）  
                    政策検討会議の制度創設に併せて法制担当職員を配置 
平成24年度  定数１４ 実数１３   １局３係 （庶務係・議事係・調査係） 
              ↓ １名増員   
平成25年度  定数１４ 実数１４  １局２課４係 （議会総務課 総務係・政策法制係  
                                 議事調査課 議事係・調査係）     
              ↓ １名増員 
平成26年度  定数１６ 実数１５  １局２課４係 （議会総務課 総務係・政策法制係  
                                  議事調査課 議事係・調査係）     
              ↓ 

平成27年度  定数１６ 実数１５  「議会局」へ移行 
              ↓ １名増員 

平成28年度  定数１６ 実数１６  
               ↓  

平成29年度  定数１８ 実数１６ 
              ↓ 
平成30年度  定数１８ 実数１６  
     



 

 

 

 

 

 

  滋賀県市議会議長会 軍師ネットワーク事業   

 

 
 

現 状 問 題 点 

○ 事 務 局 体 制 が弱 い （ 平 均 職 員 数6 . 4人 ） 
    ↓ 
 出 向 人 事 （3～5年 ） に よ る 弊 害 （ 専 門 知 識 ・ 経 験 不 足 ） 
    ↓ 
 ・ 議 事 機 能 及 び 庶 務 機 能 が 中 心 
  
 ・議 会 改 革 推 進 機 能 及 び 政 策 立 案 機 能 の 低 迷  
 

 

 

 

     

事業目的 

議事機関としての役割を果たすため、事務局職員間の連携を深め、議長会として「政策立案機能の向上」と｢議事運営の課 
題解決｣を図ることを目的とする。 

 

 

 

     

解決策 

③ 専門的知見の活用が可能となる制度導入 
 → 外部機関との連携 

① 広域での情報交換や相談が日常的に行える仕組作り  
 → 県内現役事務局職員、OB事務局職員のネットワーク構築 

 

 

 

     

具体的事業 

③ 議長会として、外部機関（大学〈教授〉・弁護士会〈弁護士〉・法務経験のある職員ＯＢなど）と協定又は契約を締結 
   → 法 務 勉 強 会 の 実 施 、 法 務 相 談 へ の 対 応 、 条 例 の 検 証 な ど   

① 議 長 会 と し て 、職 員 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 
   →  事 務 局 職 員 に 限 定 し な い 有 志 職 員 に よ る 会 員 登 録 制 の ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 し 、 改 革 モ チ ベ ー シ ョ ン を 維 持 す る 。 
   →  議 会 情 報 の 収 集 ・ 共 有 ・ 意 見 交 換 の 場 と し て 活 用 す る 。(メ ー リ ン グ リ ス ト の 活 用 ） 
② 議 長 会 と し て 、担 当 者 会 議 等 の 開 催    
   →  議 会 事 務 局 の 経 験 年 数 や 担 当 業 務 に 応 じ た 研 修 や 勉 強 会 を 定 期 的 に 実 施 す る 。 
  

必要経費 

①委託料 年額５０万円 
 （講師謝礼１５万、相談料2０万、諸経費1５万） 

スケジュール 

Ｈ27年度 
局長会議 → 議長会議 
（提案）  （計画・予算審議）    

Ｈ28年度 
事務局 → 局長会議 → 議長会議 
 （実施）    （検証）    （報告） 

② 職員の能力向上を図る環境作り 
  → 研修会や勉強会の実施 



平 成 ２ ８ 年 度 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

③ 

日時：2月3日 16：
00 
場所：大津市 
内容：議会広報勉強
会 
備考：意見交換会有
り   
 
  
 
 

担当者会議
（勉強会等） 

職員ネット
ワーク 
  （個人） 

外部機関と
の連携 
 （龍谷大学） 

メーリングリストを活用し、常時、職員間の意見交換の場を提供 

政策法務相談への対応、担当者会議（勉強会等）への講師派遣 

講
師
派
遣 

相
談 
 

協
議 

１３市議会 
（事務局） 

 

講
師
紹
介 

 
 

相
談 
相
談 

調印式 

相
談 

年間スケジュールイメージ 

7/4 10/21 
 

2/3(予定） 

7/13 

相
談 
 

協
議 



滋賀県市議会議長会と龍谷大学 
       とのパートナーシップ協定締結式 



龍谷大学と連携協定の締結 

• 法令解釈などの相談 

• 例規作成に係るアドバイスな
ど 

政策法務相談事業 

• 法務勉強会（政務活動費など
議会に係る訴訟関係など） 

• 実務者研修会（議事運営・広
報広聴など） 

 講師派遣事業 

通
年 

適
宜 

     

     

各市の担当者又は事務局から
直接（大津市を経由せず）、電
話又はメールによる相談を行う。
必要に応じて面談による相談も
行う。 

法務勉強会や実務者研修会
（年間３回程度）に、テーマに
応じた有識者を派遣し、又は
紹介を行う。 

年間相談料（定額） 

講師謝礼（回数） 
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各
市
議
会 

龍谷大学 

大津市議会 

プロジェクトＴ 

ステップ１ 
（人選） 

窓
口
（Ｒ
Ｅ
Ｃ
） 

Ａ教授 

Ｂ教授 

Ｃ教授 

Ｅ教授 

ステップ２ 
（相談） 

各市議会 

Ａ教授 

ステップ３ 
（情報共有） 

プロジェクトＴ 

窓口（ＲＥＣ） 各
市
議
会 

大津市議会 
情報整理 

１３市議
会 

Ｄ教授 

政策法務相談事業の流れ 

相談
（メール） 

報
告
（概
略
） 

紹介 

調整 
報告
（結
果） 

情報提供 

共有   

各議会・教授 龍谷大学・各議会・大津市議会 

報告
（結
果） 

※報告 ・・・ 相談結果（相談内容等の概要）を大津市議会に報告（メール） 
（原則として、教授との協議内容や回答は、文書化しない。） 
 

大津市議会は、当該相談結果を１３市議会に提供し、情報の共有化を図る。詳
細な相談結果を把握したい場合は、大津市議会を通して大学（当該教授）に連
絡する。 

※ 上記は、各市議会からの相談に対応する基本的な流れを示したものです。 
 

※ 各市議会からの相談内容によっては、ステップ１の人選が困難又は適任者がない場合も想定されるが、その場合に
は、大学（窓口）と大津市議会で別途、協議する。 

連絡 

調整 
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本多 滝夫（ほんだ たきお） 
法務研究科 教授 

土山 希美枝（つちやま きみえ） 

政策学部 教授 

今里 佳奈子（いまさと かなこ） 

政策学部 教授 

大田 直史（おおた なおふみ） 

政策学部 教授 

奥野 恒久（おくの つねひさ） 

政策学部 教授 

高橋 進（たかはし すすむ） 

法学部 教授 

只友 景士（ただとも けいし） 

政策学部 教授 

●専門分野：行政法学 

●主な研究業績等： 

研究業績》『地方自治体と行政手続』（共著）、『民間社会福祉事業と公的責任』
（共著）、「地方自治法『改正』と社会福祉」（総合社会福祉研究20号）、「行政
不服審査制度の改革」（法律時報79巻9号） 

《所属学会》日本公法学会ほか 

《社会活動》個人情報保護・情報公開審査会委員（大津市ほか 

●専門分野：地方自治、公共政策、日本政治 

●主な研究業績等： 

『高度成長期「都市政策」の政治過程』（日本評論社・2007）、 

『地域人材を育てる職員研修改革』（公人の友社・2005） 

自治体議員向け研修「質問力研修」、自治体職員ゼミ「未来ゼミ」 

コーディネーター 

◆アドバイザー 

◆コーディネーター／アドバイザー 

お問い合わせ先: 
龍谷大学エクステンションセンター（REC）事務部 
〒612-8577京都市伏見区深草塚本町67 
TEL/FAX 075-645-2098/9222 Email rec-k@ad.ryukoku.ac.jp 

「軍師ネットワーク」を支える７人のサムライ 



   ご静聴、 
       ありがとうございました 

大津市マスコットキャラクター 
おおつ光ルくん 

大津市議会局  
  次長 清水 克士 
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特 定 調 査 事 項 

 

 

 岐阜県高山市 

 

  ○ 議会改革の取組について 

１ これまでの取組状況について 

２ 議会改革の検証について 

３ 課題と今後の取組について 

４ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜県　高山市議会
R1.11.12 (火)
















































